
規 則

�愛媛県規則第４７号
愛媛県水道条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県水道条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県水道条例施行規則（昭和３８年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

様式第６号を次のように改める。
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様式第６号（第１１条関係）

（表）

愛媛県水道条例検査証
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（裏）

第 号

年 月 日交付

年 月 日まで有効

愛媛県水道条例（抜粋）

（報告の徴収及び立入検査）

第１１条 知事は、必要があるときは、水道設置者から工事の施行

状況若しくは管理状況について必要な報告を求め、又は当該職

員をして、水道の工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水

量若しくは必要な帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識

することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存

がされている場合における当該電磁的記録を含む。）を検査さ

せることができる。

２ 前項の規定により、立入検査を行なう場合には、当該職員は

その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があつた

ときは、これを提示しなければならない。

写 真

職 名

氏 名

生年月日

上記の者は、愛媛県水道条例（昭和３８年愛媛県条例第１９号）第

１１条第１項の規定により立入検査を行う権限を有する者であるこ

とを証明する。

愛媛県知事 �

注 この用紙は、日本工業規格Ａ６の厚紙を用いて、中央の点線の所から二つ折にすること。

愛
媛

県
報

平
成
１９
年
１１
月
１６
日

第
１９１４

号

１２４７



告 示

�愛媛県告示第１７２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

西条市橘土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・向原下池地区）の施行を

平成１９年１１月２日認可した。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・白井谷地区）の施行に平成１９年１１月

２日同意した。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・音地地区）の施行に平成１９年１１月２

日同意した。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・元宗地区）の施行に平成１９年１１月２

日同意した。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、鬼北町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・生田地区）の施行に平成１９年１１月２日

同意した。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、鬼北町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（農道）・新田地区）の施行に平成１９年１１月２日同意した。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、鬼北町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・父野川中地区）の施行に平成１９年１１月

２日同意した。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７３６号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

大洲市肱川町予子林６の１、６の２、７の１、７の２、８の

１、８の２、９の１、９の２、１０の１、１０の２、１３、１４の１、

１６の１、１８の１、２８の１、２９、３０の１、３０の２、３５の１、３６の

１、４０の１、４０の２、４１の１から４１の３まで、４３から４７まで、

４９、５０の１、５０の２、５１、５２、５３の１、５３の２、５４、５５、５７、

５８、５９の１、６０の１、６２、６６、１２２の１、１２４、１２８の１、１

２９の１、１３１の１、１３３、１３４、１３５の１、１３７の１、１３８の

１、１４１、１４２の１、１４９、１５１、１５２、１５４、１５７、１５９、

１６０の１、１７９の１、１８２の１、１８３、３２６から３２８まで、３

３１、３３３から３３５まで、３３６の１、３３６の２、３３７から３３９ま

で、３４１の１、３４３の１から３４３の３まで、３４４、３４５、３４６

の１、３４６の２、３４７の１、３４７の２、３４８から３５１まで、３

５４の１、３５４の２、３５５、３５６の１、３５６の２、３５８、３５９の

１、３５９の２、３６０、３６１、３６２の１から３６２の３まで、３６３

の１、３６３の２、３６４の１、３６４の２、３６５から３６７まで、３

６９の３、３７０、３７１の１、３７１の２、３７３、３７６の１、３７７、

３７８、３８４の１、３８５、３８６の１、３８６の２、３８７の１、３８７

の２、３８８、３８９、３９０の１、３９５から３９７まで、４０３から４

０８まで、４０９の１、４１０の１、４３８の１、４４６、４４７、４４９、

４５２から４６１まで、４６２の１、４６３、４６４の１、４６８の１、４

６９の１、４７０、４７１の１、４７２の１、４７５の１、４７６の１、４

７８の１、４７９、４８０の１、４８１から４８３まで、４８５、４９２、４

９４から４９８まで、４９９の１から４９９の８まで、５０８、５０９、５

１９、５２０、５２１の１から５２１の３まで、５２２、５２３の１、５２４

の１、５２４の２、５２５から５２７まで、５２９から５３１まで、５３３、

５３５、５４１、５４３、５４８、５４９、５５０の１、５５５から５５８まで、

５６７、５６９、５７０の１、５７２、５７３、５７６から５７８まで、５８１、

５８３から５９１まで、５９２の１、５９２の２、５９３から６００まで、

６０２、６１６、６３５、６３６、６４３、６４８の１、６４８の２、６４９、

６５０、６５３の１、６５４の１、６５５の１、６５８の１、６５９の１、

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に交付されている改正前の愛媛県水道条例施行規則様式第６号の規定による職員の身分を示す証明書は、改正後の

愛媛県水道条例施行規則様式第６号の規定による職員の身分を示す証明書とみなす。

愛 媛 県 報平成１９年１１月１６日 第１９１４号

１２４８



６５９の３、６６０から６６２まで、１１６１、１５３６の１、１５３６の２、１５

３７、１５３８、１５４０、１５４８、１５４９、１５５１、１５７３から１５７５まで、１５７６

の１から１５７６の４まで、１５７７から１５８２まで、１５８３の１から１５８３

の３まで、１５８８、１５９０、１５９２、１５９３、２１３３、２７０１の２、２８０２の

１、２８０２の２、２８０３の１、２８０３の２、２８０３の４、２８０４、２８０６、

２８０７の１、２８０７の２、２８０９の１、２８０９の２、２８１０、２８１１の１、

２８１１の２、２８１８の１、２８２０、２８２９、２８３０の４から２８３０の８まで、

２８３１から２８３３まで、２８３５、２８３６の１、２８３６の２、２８４２、２８４３の

１、２８４４の１、２８４４の２、２８４７の１、２８４８、２８４９、２８５０の１、

２８５０の２、２８５１の１、２８５１の２、２８５２の１、２８５２の２、２８５４の

１、２８５５、２８５７から２８５９まで、２８６０の１、２８６０の２、２８６１から

２８７２まで、２８７４、２８７５、２８７６の１、２８７８、２８８０、２８８２の１、２８

８２の２、２８８５の１、２８８７、２８９１

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

大洲市河辺町北平１、４、６から１７まで、２０、２５、４３、４４、

５２、５５、５８、６０、８３、９９、１００、１０２の１、１１０の１、１１０の

２、１１１の１、１１２の１、１１７、１２２の１、１２３の１、１２８、

１３０、１３５、１３７、１３９、１５２、１６３、１６４、１６８、１８０から

１８２まで、１８４、１８６から１８８まで、１９１、１９５、１９６、１９８

から２０１まで、２０５から２０８まで、２１５、２１６、２１８、２４６、

２４９、５７０から５７３まで、５７６から５８２まで、５８５、５８７から

５９３まで、５９５から５９８まで、６００、６０１、６０８の１、６１０、

６１３、６１４の１、６１８の１、６２９の１、６３３の１、７７３、７７９

から７８５まで、７８８から７９０まで、８０２から８０５まで、８０７、

８１０、８３８、８３９、８４２、９８９、９９１、９９２、９９４、１００７、１０

０９から１０１４まで、１０１６、１０１７、１０２３、１０２５から１０３０まで、１０３２

から１０３５まで、１０３７から１０４２まで、１０４４から１０４７まで、１０４９か

ら１０５２まで、１０５４から１０７０まで、１０７２、１０７４、１０７６、１０７７、１０

７９、１０８０、１０９０から１１００まで、１１２０、１１２６から１１２９まで、１１３４、

１１３８から１１４２まで、１１４５、１１４７、１１５４の１、１１５７の１、１２３３、

１２３４、１２５０、１２５１、１２６３、１２６５、１２６７、１２６９、１２８１から１２９３ま

で、１２９５から１２９７まで、１３７７、１３８０、１３８１、１３８９から１３９２まで、

１３９４、１４１０、１４１１、１４１３から１４１８まで、１４２２から１４２９まで、１４

３２から１４３４まで、１４４３、１４４４、１４４６、１４４７、１４４９から１４５４まで、

１４６１、１４６５から１４６８まで、１４７２から１４７５まで、１４７７から１４８１ま

で、１４８３から１４９１まで、１４９７、１４９８、１５００から１５０３まで、１５０６

から１５０８まで、１５２６、１５４３から１５５３まで、１５５５、１５５９から１５６３

まで、１５６５から１５７２まで、１５７４から１５７８まで、１５８４、１５９６、１５

９７、１５９９、１６００、１６１５から１６１８まで、１６４０、１６４５から１６４７まで、

１６４９の１、１６５０の１、１６５１、１６６２の１、１６６２の２、１６６３、１７０１、

１７０７から１７１１まで、１７２１、１７２４、１７２６、１７２７、１７２９、１７３０、１７

３５、１７３８、１７３９、１７４１、１７４２、１７５１から１７５６まで、１７５８、１７５９、

１９１５、１９１７、１９２０、１９２３、１９２５、１９２８、１９２９、１９７９から１９９２ま

で、１９９７から２００２まで、２００５から２００８まで、２０１１、２０２１、２０２２、

２０２８、２０８６、２１１４から２１１６まで、２１１９から２１２３まで、２１２５、２１

３１、２１３６、２１４１、２１４７、２１４９、２１５７、２２２５、２２３１から２２３３まで、

２２３６、２２３７、２２４１、２２８８、２２９２、２２９４の１、２３０８から２３１１まで、

２３２０、２３２５、２３２７、２３３１、２３３２、２３３７、２３９７から２４０３まで、２４

０５、２４１１、２４１８から２４２０まで、２４２５、２４２７、２４４１の１、２４４２の

１、２４９７、２４９８、２５００から２５１０まで、２５２１、２５２２、２５３２、２５３４、

２５３６、２５３７、２５４０から２５４３まで、２５４７、２５４８、２５５１から２５５５ま

で、２５６３、２５６５、２５８７、２５９０、２６１０、２６１６、２６１９、２６２９、２６６５

から２６７０まで、２６７３、２６７４、２６８５、２６８７、２６８８、２６９６、２７０２、

２７０５、２７１０から２７１３まで、２７１６、２７４０、２７５４、２７５５、２７８８、２７

８９、２８０４、２８０６、２８０８、２８０９、２８１２、２８２５、２８２７、２８３０、２８３３

から２８３９まで、２８４６、２８５５、２８５８、２８８９の１、２８８９の２、２８９０、

２８９６、２９６７から２９６９まで、２９７３、２９７４、２９９３から２９９８まで、３０

０４から３００７まで、３００９、３０１０、３０１４、３０１５、３０１７、３０１８の１、

３０１９の１、３３００、３３０１、３３１９から３３２４まで、３４６５、３４７６、３４７７、

３４７９、３４８１の１、３４８３の１、３４８５、３４８６、３４８９、３４９０、３４９１の

１、３４９５の１、３４９７の１、３５０７の１、３５０８の１、３５０９の１、３５

１０、３５１１の１、３５１２の１、３５１３、３５１４、３５１５の１、３５１６の１、

３５２９の１、３５３０、３５３７、３５３８、３６０６、３６３０、３６３２から３６３５まで、

３６６７、３７００、３７０３から３７０６まで、３７０８、３７１３から３７２０まで、３７

２６、３７３０、３７３３、３７３５、３７３６、３７３９、３７４０、３７５２、３７５６から３７

５８まで、３７６３、３７６４、３７６７から３７６９まで、３８２９、３８３１、３８３２、

３８３４、３８８４から３８８６まで、３８９２から３８９４まで、３８９８、３９０４から

３９０６まで、３９０８、３９１３から３９１６まで、３９２５、３９３０から３９３２まで、

３９３５、３９３６、３９４１、３９５１から３９５３まで、３９５５から３９５７まで、３９

５９、３９６４、３９７１、３９７２、３９９７、４００４、４００５、４０１１から４０１３まで、

４０１９、４０２０、４０６２から４０６４まで、４０７１から４０７３まで、４０７５、４０

７６、４０７８から４０８１まで、４１１５から４１１７まで、４１２１、４１２２、４１２５

から４１３７まで、４１４０から４１４６まで、４１４９から４１５１まで、４１５６か

ら４１６２まで、４１６６、４１６７、４１７３、４１７７から４１８０まで、４１８２、４１

８３、４１８５、４１８６、４１８８から４１９２まで、４１９４、４２００から４２２２まで、

４２２８、４２２９、４２３５の１、４２３５の２、４２３６、４２３８、４２３９、４２４１か

ら４２４８まで、４２５０から４２５８まで、４２６３、４２７０、４２７２から４２７９ま

で、４２８２から４２８７まで、４２９７から４３０３まで、４３０５、４３０８から４３

１０まで、４３１２から４３１４まで、４３１７、４３１８、４３３８、４３４１、４３４９、

４３５０、４３５４、４３５５、４３５７、４３６０から４３６２まで、４３６４、４３６７、４３

６８、４３７０、４３７３から４３７５まで、４３８２から４３８４まで、４３８８、４３９１

から４３９７まで、４３９９から４４２１まで、４４２３、４４２４、４４２９、４４３５、

４４３７、４４３８、４４４２、４４６４、４４６６から４４７２まで、４４７５、４４７８、４４

７９、４４８１、４４８４、４４８５、４４８７から４４９８まで、４５０２、４５２４、４５２６

から４５２８まで、４５５２、４５６１、４５６２、４５７４、４５８２、４５８９、４６３１、

４６３２、４６９３、４７１９、４７２０、４７４５、４７４６、４７６０、４７６５から４７７０ま

で、４７７７、４７８０、４７９０、４７９２、４７９３、４７９７から４７９９まで、４８０１

から４８０４まで、４８１０、４８１１、４８１３から４８１５まで、４８１７、４８１８、

４８２０、河辺町三嶋３０１８、３０１９、３０２３、３０７５から３０８３まで、３０８５

から３０８８まで、３０９２から３０９４まで、３０９７から３１００まで、３１１３か

ら３１２３まで、３１２５から３１４５まで、３１４７、３１４８、３１５０、３１５２、３１

５４、３１５５、３１５８、３１６０、３１６２から３１７０まで、３１７４から３１７６まで、

３１７８から３１８０まで、３１８２、３１８３、３１８６、３１８８から３１９５まで、３１

９７から３２０２まで、３２０８から３２１０まで、３２１２から３２１６まで、３２１８、

３２２０から３２２３まで、３２３０から３２３３まで、３２３６、３２３８から３２４４ま

愛 媛 県 報平成１９年１１月１６日 第１９１４号
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で、３２４８、３２５０から３２６２まで、３２６４から３２７８まで、３２８０から３２

８２まで、３２８５、３２８７、３２８９、３２９０、３２９２、３２９３、３２９６、３２９８か

ら３３０７まで、３３１０、３３１２、３３１３、３３１８、３３２１から３３２５まで、３３

４０、３３４２、３３５８から３３６０まで、３３６３、３３６５から３３６７まで、３３７０

から３３７２まで、３３７４、３３７６、３３７７、３３８５、３４１５、３４２４から３４２６

まで、３４３７から３４４０まで、３４４３、３４４４、３４４６、３４５２、３５７０、３５

７４、３５８１から３５８３まで、３５８７、３５９０、３５９１

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１７３７号

次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

大洲市肱川町大谷４１６９の１、４１６９の２、４１７０、４１７１、４１８０、

４１８２の１、４１８３、４１８４、４２００から４２０４まで、４２０８、４２０９、４２１２

から４２１４まで、４２１７の１、４２１７の２、４２１８、４２２０から４２２２まで、

４２２４、４２２５、４２５０

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

大洲市長浜町下須戒甲９８７、甲９８９、甲９９０の１、甲９９１、

甲９９２の２、甲９９３、甲９９７、甲１０００の１、甲１００２、甲１００６か

ら甲１００９まで、甲１０１１、甲１０１４、甲１０１８、甲１０２１から甲１０２３ま

で、甲１０２５、甲１０２６、甲１０３６、甲１０４０、甲１０４２、甲１０４３、甲１０

４８から甲１０５０まで、甲１０５２、甲１０５３、甲１０５８、甲１０５９、甲１０６３、

甲１０６８の２、甲１０６８の３、甲１０６９、甲１０７０、甲１０７５の１、甲１０

７５の３、甲１０７６の１、甲１０７６の２、甲１０７７の１、甲１０７８、甲１０

８０の１、甲１０８０の２、甲１０８５、甲２７４５、乙３８０、乙３８１、乙３

８３、乙３８４の１、乙３８５の１、乙３８５の２、乙３９０、乙３９３の

２、乙３９６から乙３９８まで、乙４０７、乙４１２の１、乙４１２の２、

乙４１３、乙４１８の１、乙４１８の２、乙４１９、乙４３６の１、乙４

３７、長浜町穂積甲２９、甲３９、甲４１、甲４７、甲５０の１、甲５３、甲

５５、甲６６、甲６７、甲７０、甲７６、甲８０、甲８２、甲８４、甲８９、甲９４、

甲９６、甲９７の３、甲９８の１、甲９８の２、甲９９の１、甲１００から

甲１０２まで、甲１０５、甲１０８から甲１１４まで、甲１１７、甲１２２、

甲１２４、甲１２７、甲１３１、甲１３４、甲１４１、甲１４３、甲１４６、

甲１４８、甲２５３、甲２５４、甲３０７、甲３１０、甲３１２、甲５７４、

甲１２０７、甲１２１９、乙１９２の２、乙１９６、乙２０４、乙２０７の１、

乙２０７の２、乙２０８、乙２０９、乙２１３の２、乙２１４、乙２１７、

乙２２２、乙２２３の１、乙２２３の２、乙２２９から乙２３１まで、乙

２３４の１、乙２３４の２、乙２３５、乙２３７、乙２３８、乙２３９の１、

乙２４４の１、乙２５６の１、乙２５６の３、乙２５７、乙２５８の１、

乙２６０、乙２６１、乙２６６、乙２６９、乙２７１、乙２８１の１、乙２

８２、乙２８３、乙２８９の２、乙２９０、乙３００、乙３７６の２、乙３

７６の４、乙３８１、乙３８３の１、乙３８３の２、乙３８７、乙３９１、

乙５７８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１７３８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第７９０号 平成１９年
４月３日 �門田建設 門田 真一 西予市宇和町れんげ９６５

－４０
平成１９年
１０月１日

建築工事業
大工工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止

（般－１６）第９７１９号 平成１７年
１月２７日 兵頭工務店 兵頭 俊雄 宇和島市和霊中町１－３

－２４
平成１９年
１０月１日 建築工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１９年１１月１６日 第１９１４号
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�愛媛県告示第１７３９号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西条市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成１９年１１月１６日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

西条市

西条市明屋敷１６４番地

代表者 西条市長 伊藤 宏太郎

西条市大町２４４番地の４

２ 埋立区域

� 位置

１工区

西条市ひうち字西ひうち７番７、７番６及び７番１６の地先公

有水面

� 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び５の地点と６の地点を結ぶ

平成１７年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．４０メートル）における

公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

基点（西条市ひうち字東ひうち２０番地の国土地理院「ひうち

緑地」四等三角点）は、北緯３３度５６分１５秒８６７５、東経１３３度１２

分１５秒３７００の地点

６の地点は、基点から真北２９５度０６分０６秒１，５９４．２５メートル

の地点

７の地点は、６の地点から真北３４３度５３分３５秒５０．１１メート

ルの地点

５の地点は、７の地点から真北７４度０１分２３秒１５７．６５メートル

の地点

� 面積

１工区 ７，８９１．３１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１８年３月２９日 愛媛県指令１７港第６８５号

４ しゅん功認可年月日

（般・特－１６）第７０３５号 平成１７年
２月５日 �号ヤ組 浅海 博義 今治市上浦町瀬戸３２６３－

１
平成１９年
１０月２日

建築工事業
管工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１５）第１５３６６号 平成１５年
７月２３日 共立電気計装� 楠岡 茂幸 東温市下林甲１８６１－４０ 平成１９年

１０月３日 電気工事業 建設業の廃止

（特－１８）第２９６８号 平成１９年
１月９日 梶原建設� 梶原 勝重 西宇和郡伊方町田部７６６ 平成１９年

１０月９日
土木工事業
とび・土工工事業
しゅんせつ工事業

建設業の廃止

（般－１５）第１４０６７号 平成１５年
７月３１日 大樹産業� 倉橋 義広 松山市天山３－６－１４ 平成１９年

１０月１１日
造園工事業
さく井工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１９）第１５８６号 平成１９年
９月２５日 松下建設� 松下 長生 松山市堀江町甲１７９９ 平成１９年

１０月１６日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第１１０３１号 平成１７年
１１月２１日 水島建設 水島 彬晴 今治市町谷甲２４５－１ 平成１９年

１０月１６日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
ほ装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１７）第２７６１号 平成１８年
３月１１日 �曽我部組 曽我部栄治 四国中央市土居町入野２３

７－２
平成１９年
１０月１８日 電気通信工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１７）第５８９０号 平成１７年
１２月２７日 �久万建設 大野 匠未 上浮穴郡久万高原町菅生

２－１９５４
平成１９年
１０月１９日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１２３１６号 平成１８年
７月２８日 �内海リース 植村 淳嗣 四国中央市妻鳥町１１６０ 平成１９年

１０月１９日

とび・土工工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１４）第１９５７号 平成１４年
１１月９日 平岡工務店 平岡孝次郎 松山市立花５－２－２１ 平成１９年

１０月２３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第２２５１号 平成１４年
１２月１０日 小原工務店 小原 政幸 松山市土居町７５８ 平成１９年

１０月２３日 建築工事業 建設業の廃止

（特－１９）第１２５５号 平成１９年
７月２８日 �石丸建設 石丸 健次 松山市善応寺甲１１９４－２ 平成１９年

１０月２６日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１７）第５６２４号 平成１８年
１月１６日 �重松工務店 重松 幹雄 今治市吉海町福田２２７９－

１
平成１９年
１０月２６日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１７）第１３２５９号 平成１７年
１２月１１日 �中村土木 中村多加吉 今治市阿方甲５９５ 平成１９年

１０月２６日
土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１４）第１５２４３号 平成１５年
２月７日 �ＫＯＭ 加藤 博一 大洲市長浜町沖浦甲６３－

１３
平成１９年
１０月３１日 建築工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１９年１１月１６日 第１９１４号

１２５１
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平成１９年１１月１６日

�愛媛県告示第１７４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番２３から

同字３５２番３６まで

旧 ３．０～２３．０
１１．０～４０．８

０．７７０
０．５５０

新 １１．０～４０．８ ０．５５０

〃 〃
新居浜市大永山字土ノ峠嵯峨薮３５２番３６から

同字３５２番３８地先まで

旧 ４．０～２５．０
１２．０～３０．２

０．２３０
０．１５７

新 １２．０～３０．２ ０．１５７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 岩城環状線
越智郡上島町岩城５３９４番４地先から

同町岩城５５６３番２まで

旧 ５．５～１８．５ ０．２６３

新 ８．４～２１．５ ０．２６３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 粟井浅海線
松山市苞木甲２３７番３から

同市夏目甲２５７番３まで
平成１９年１１月１６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市喜多山字中組丁３７９番１３から

同字丁３５２番２まで
平成１９年１１月１６日

愛 媛 県 報平成１９年１１月１６日 第１９１４号

１２５２
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�愛媛県告示第１７４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線

大洲市多田乙３５４番４から
同市多田乙３４１番１地先まで

及 び
大洲市多田乙３４１番１から
同市多田乙３４１番１地先まで

旧 ５．０～３２．６ ０．３４４

新
５．８～７５．８
及び

１７．４～８７．０

０．３４４

０．１２４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜字紺屋町甲７３６番３から

同字甲７３４番５まで
平成１９年１１月１６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡内子町南山８０９番７から

同町南山８２８番２まで
平成１９年１１月１６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線
喜多郡内子町河内８２０番４から

同町河内８２９番３まで
平成１９年１１月１６日

愛 媛 県 報平成１９年１１月１６日 第１９１４号

１２５３
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�愛媛県告示第１７４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７５０号
次のとおり落札者を決定した。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川小田線 喜多郡内子町上川３９９１番

旧 ６．０～６．８ ０．０１６

新 ６．０～６７．６ ０．０１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広見吉田線
宇和島市三間町宮野下４６３番３から

同町宮野下４５１番２地先まで
平成１９年１１月１６日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

ＩＣ免許証記載事項変更装置一式の
借上げ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１９年１０月３１日
日本電子計算機株式会
社
東京都千代田区丸の内
三丁目４番１号

８５８，６９０円
（月額） 一般競争入札 平成１９年９月２１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１９年１１月６日 特定非営利活動法人
ＲＥＳＣＵＥ９１１ 阿 部 欣 也 八幡浜市真網代字ナカノタニ丙１８

８番地
この法人は、八幡浜市の農業者等に対して、農
業を中心とした産業の振興に関する事業を行い、
地域の活性化と産業の振興に寄与することを目
的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１９年１１月５日 特定非営利活動法人 マインド 武 田 正 子 今治市旦字柳ヶ下甲２８７番５ この法人は、主に今治市内の障害のある者に対
して、自分らしく地域で生活する事を支援する
ために日中活動の場や地域とのふれあいの場の
提供及び社会参加の促進に関する事業を行い、
社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成１９年１１月１６日 第１９１４号

１２５４



�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年１１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１９年１１月６日 ＮＰＯ法人 すたぁと � 見 美 枝 大洲市若宮６２５番地４ この法人は、南予地区の精神障害者の社会参加
促進に関する実践を進めていくとともに、地域
住民等に対して精神障害者への理解を啓発する
ことにより、精神障害者の福祉を向上、発展さ
せることを目的とする。

平成１９年１１月１６日 発行

愛 媛 県 報平成１９年１１月１６日 第１９１４号

１２５５


